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カ
ッ
ト

住
民
課
か
ら
お
知
ら
せ

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

の

窓

口

負

担

割

合

に

つ

い

て

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割

合
は
、
令
和
４
年
10
月
か
ら
新

た
に
２
割
負
担
が
追
加
さ
れ
、

所
得
に
応
じ
た
１
割
～
３
割
の

負
担
区
分
と
な
り
ま
し
た
。

　
令
和
５
年
８
月
か
ら
令
和
６

年
７
月
ま
で
の
自
己
負
担
割
合

は
、
令
和
５
年
度
住
民
税
課
税

所
得
（
令
和
４
年
中
の
収
入
）

に
基
づ
き
、
世
帯
単
位
で
判
定

を
し
て
い
ま
す
。
割
合
の
判
定

基
準
は
表
の
と
お
り
で
す
。

【
自
己
負
担
割
合
見
直
し
の
背

景
】

　
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
の
財

源
構
成
は
、
被
保
険
者
が
窓
口

で
支
払
う
負
担
分
を
除
き
、
５

割
が
公
費
、
４
割
が
現
役
世
代

の
負
担
（
支
援
金
）、
１
割
が

被
保
険
者
の
保
険
料
と
な
っ
て

い
ま
す
。
令
和
４
年
度
以
降
、

団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な

り
始
め
、
今
後
さ
ら
に
医
療
費

の
増
大
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
現
役
世
代
の
負
担
を

抑
え
、
国
民
皆
保
険
を
未
来
に

つ
な
い
で
い
く
た
め
の
も
の
と

し
て
、
昨
年
、
負
担
割
合
の
見

直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

【
高
額
療
養
費
（
配
慮
措
置
）

に
つ
い
て
】

　
自
己
負
担
割
合
が
追
加
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
２
割
負
担
対

象
者
の
急
激
な
自
己
負
担
割
合

の
増
加
を
抑
え
る
た
め
、
配
慮

措
置
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
配
慮
措
置
は
、
令
和
４
年
10

月
１
日
か
ら
令
和
７
年
９
月
30

日
ま
で
の
３
年
間
、
外
来
で

の
医
療
費
の
負
担
増
加
額
の

上
限
を
１
か
月
あ
た
り
最
大

３
０
０
０
円
ま
で
と
し
、
上
限

額
を
超
え
て
支
払
っ
た
金
額
は

高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ

ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
　

　
　
　
　
　
☎
83-

２
１
８
２

判断基準 区分
自己負担

割合

同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得

が１４５万円以上の方がいる場合

現役並み

所得者
３割

以下の①②の両方に該当する場合

①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得

　が２８万円以上１４５万円未満の方がいる

②「年金収入」と「その他の合計所得金額」  

　の合計額が被保険者１人の場合は２００万

　円以上（２人以上の場合は３２０円万円

　以上）

一定以上

所得のある方
２割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所が

いずれも２８万円未満の場合、または、

上記①に該当するが②には該当しない場合

一般所得者等 １割

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
保
険
料
の
後
払
い

（
追
納
）
を
お
勧
め
し
ま
す
！

　
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
を

計
算
す
る
と
き
に
、
保
険
料
の

免
除
・
納
付
猶
予
や
学
生
納
付

特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
が

あ
る
場
合
は
、
保
険
料
を
全
額

納
付
し
た
場
合
と
比
べ
て
年
金

額
が
低
額
と
な
り
ま
す
。

＊
納
付
猶
予
や
学
生
納
付
特
例

の
期
間
は
年
金
の
受
給
期
間
と

し
て
計
算
さ
れ
ま
す
が
、
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
保
険
料
の
免
除
・

納
付
猶
予
や
学
生
納
付
特
例
の

承
認
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料

に
つ
い
て
は
、
後
か
ら
納
付（
追

納
）
す
る
こ
と
に
よ
り
、
老
齢

基
礎
年
金
の
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
社
会
保
険
料
控
除
に

よ
り
、
所
得
税
・
住
民
税
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
追
納
を
行
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
追
納
が
で
き
る
の
は

追
納
が
承
認
さ
れ
た
月
の
10
年

以
内
の
免
除
等
期
間
に
限
ら
れ

ま
す
。

　
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予

や
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
さ

れ
た
期
間
の
う
ち
、
原
則
古
い

期
間
の
分
か
ら
納
付
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　 

 

☎
30
‐
３
４
１
０

腰痛、肩こり、のぼせ、耳鳴り、
食欲不振、頻尿、不眠、片頭痛
膝痛、更年期障害など体調不良
な方、ご相談下さい。

☆各種保険取扱 ☆往診可
☆医療保険（ 割負担） 円
      ０９０－７７２３－４０９５

ヨシダ鍼灸院 古里駅そば
毎週火、木
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